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 ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について（通知） 

 

産業廃棄物処理行政の推進については、日頃より御尽力いただいているところである。 

さて、今般、ポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）が使用された安定器が廃棄物

となったもの（以下「PCB 使用廃安定器」という。）の分解又は解体による PCB の汚染状

況等を調査し、その結果を別添のとおり取りまとめたところであるが、当該調査により、

PCB使用廃安定器については、PCBが封入されているコンデンサ以外の部位にも PCBによる

汚染が生じていることが明らかとなった。 

ついては、PCB 使用廃安定器の適正な処理に当たっては、以下の点に留意するよう、保

管事業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対する周知、指導をよろしくお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添える。 

  

記 

 

１ コンデンサ充填材固定型安定器の分解又は解体について 

コンデンサ充填材固定型安定器については、高濃度の PCB が封入されているコンデン

サ部分のみならず、充填材をはじめとするそれ以外の部分にも高濃度の PCB による汚染

が確認されている。また、分解又は解体作業において、コンデンサ本体を傷付けること

又は切断時の振動や充填材削り取り時の外力を加えることで、当該コンデンサの形状及

び性状を変化させることにより、高濃度の PCB の漏出又は揮散を生じるおそれがある。

さらに、分解又は解体作業は、高濃度の PCB が封入されるコンデンサとそれ以外の部分

に分け、後者を高濃度の PCB 廃棄物ではないものとして取り扱うことを目的としている

が、上記のとおり、後者については依然として高濃度の PCB に汚染されている可能性が



ある。このような作業は、高濃度の PCB廃棄物を規制の外で流通させ、PCB汚染を拡大さ

せる蓋然性が高いことから、分解又は解体作業は認めるべきではないこと。 

 

２ コンデンサ外付け型安定器の分解・解体について 

コンデンサ外付け型安定器については、コンデンサ充填材固定型安定器とは異なり、

高濃度の PCBを封入したコンデンサ以外の部分についての PCB汚染は概ね 5,000mg/kg以

下の低濃度であると考えられるものの、コンデンサが腐食、膨張するなど形状及び性状

に変化が生じている場合は、コンデンサ以外の部分も高濃度の PCB による汚染が確認さ

れている。したがって、分解又は解体作業を行っても、コンデンサ以外の部分が PCB 汚

染物であることに変わりはなく、当該作業は、コンデンサ充填材固定型安定器と同様に、

PCB汚染を拡大させる蓋然性が高いことから、原則、認めるべきではないこと。 

ただし、コンデンサの形状及び性状に変化が生じていない場合において、次に定める

要件を遵守し、安定器から外付けのコンデンサを取り外すことができる場合であって、

かつ、高濃度の PCB を封入したコンデンサと、その PCB に汚染された可能性があるもの

の PCB 濃度は低濃度であると考えられるコンデンサ以外の部分に分解又は解体できる場

合は、この限りではないこと。 

（１）分解又は解体作業の内容 

○ コンデンサに漏えいや油にじみがなく、当該コンデンサの形状及び性状に変化が

生じていないことをあらかじめ確認すること。 

○ コンデンサに封入された高濃度の PCB 及びその PCB が付着・含浸したコンデンサ

以外の部材が飛散・流出・揮散しないよう、安全に安定器の金属バンド又はケース

を取り外し、リード線切断によりコンデンサを取り出すこと。 

○ 取り出したコンデンサは高濃度の PCBを含む廃棄物として適正な処理を行うこと。 

○ コンデンサ以外の部材については、PCB含有量を測定し、PCB濃度に応じて適正な

処理を行うこと。 

なお、分析試料の代表性の確保については、JIS K0060-1992「産業廃棄物のサンプ

リング方法」に準じること。 

（２）生活環境保全上の支障を防止するための措置 

○ 作業による生活環境保全上の支障が生ずるおそれのないように、コンデンサに封

入された高濃度の PCB 及びその PCB が付着・含浸したコンデンサ以外の部材が飛散

し、流出し、及び地下に浸透しないよう、必要な措置（床面を不浸透性の材料で覆

う、オイルパンを設置する、局所排気装置（活性炭吸着装置付き等）を設置する等）

を講ずること。 

なお、万一、高濃度の PCBが漏れた場合には、速やかにウエス等で拭き取り、専用

の保管容器に収納すること。 

○ PCB等が人体に触れないよう耐油性ゴム手袋、保護マスク、保護メガネ等適当な保

護具を着用すること。 


